
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 7 2 4

件 名 等 中継フォルダ用ストレージ借上げ

契 履行場所 総務課

種 類 賃貸借
約

　現在利用している、行政系ネットワークと住基系ネットワーク間で、ファイルを安全に受渡しするためのシス

テムの老朽化に伴い新たなシステムを導入し、両ネットワーク間での安全なファイルの受渡しを可能にすること
内

を目的とする。

概 要
システム運用期間　　令和4年2月1日から令和7年1月31日まで容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本システムの構築には、住基系ネットワークのセキュリティ設定が必須であり、ネットワークの構築を行った

本事業者のみが構築可能であることから、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 8 0 6

件 名 等 業務用加湿器借上げ

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目地内

種 類 賃貸借
約

　来庁者を含めた不特定多数の方が頻繁に出入りする市庁舎内に加湿器を設置することで、適度な湿度を保つ環

境を整備する。
内

設置台数　１７台
概 要

（本庁舎１階市民課フロア：３台、本庁舎２階正庁：２台、本庁舎４階議場：２台、西庁舎１階：２台、東庁舎容
１階：２台、北庁舎１階：２台、小高区役所１階：２台、鹿島区役所１階：２台）

北日本紙業株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　佐藤　栄

方 南相馬市　原町区東町三丁目１０６番地の３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　人流の活性化やウイルスの動きが活発化する乾燥する季節に入る前に、来庁者を含めた不特定多数が頻繁に出

入りする市庁舎内に加湿器を設置することで適度な湿度を保つ環境を早急に整備する必要がある。

　また、市庁舎は一部屋あたりの面積が総じて広く、かつ、人の往来も激しいことから、150㎡以上の加湿能力
随

を持つことに加え、静音性や機動性等の機能を備えた市民の動線へ設置するに適したものでなければならないが

、これらの仕様を満たした加湿器を、短期間に市が必要とする数量を納入できるのは当該業者のみであることか意
ら、随意契約とするもの。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 8 0 7

件 名 等 ゲルマニウム半導体検出器購入

契 履行場所 経済部農政課（南相馬市放射能測定センター）

種 類 物品
約

南相馬市放射能測定センター（原町生涯学習センター内）に設置している放射能測定機器について、設備の老朽

化に伴い機器の更新を行う。
内

導入機器構成
概 要

（１）ゲルマニウム半導体検出器　1台　（４）ガンマ線核種分析ソフトウェア　1式容
（２）波高分析装置　　　　　　　1台　（５）付属品　　　　　　　　　　　　1式

（３）データ処理装置　　　　　　1式

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　エレーヌ・ルフェーブル

方 東京都　台東区　浅草橋４丁目１９番８号　浅草橋ビル
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、南相馬市放射能測定センター（原町生涯学習センター内）に設置している放射能測定機器の老朽化

に伴い、機器の一部を購入し更新するものである。

　本機器は、米国キャンベラインダストリー社製であり、日本における販売、サービス、サポートを行う権利に
随

ついて、同社の子会社であるミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社が有している。

　このことから、当該業者が本業務を履行できる唯一の事業者であるため、随意契約とする。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


